
 

令和元年 第2回 飯塚市議会臨時会 議案 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

６９ 飯塚市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例  ３ 

７０ 飯塚市税条例の一部を改正する条例  ５ 

７１ 専決処分の承認(飯塚市税条例等の一部を改正する条例)  ２２ 

７２  専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)  ４０ 

７３ 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めること   

７４ 公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めること   

 ７５ 公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めること   

７６ 公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めること   

７７ 監査委員の選任につき議会の同意を求めること   

報告 

第8号 

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解) 
 ４３ 

報告 

第9号 

専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに

伴う和解) 
 ４５ 

報告 

第10号 
専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な訴えの提起)  ４７ 

報告 

第11号 
専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な和解の申立て)  ４８ 

    

    

 



. 



議案第69号 

 

飯塚市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和元年5月20日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

頴田支所の移転に伴い、頴田支所の位置を変更するため、本案を提出するもので

ある。 

 

 

飯塚市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例 

飯塚市支所及び出張所設置条例(平成18年飯塚市条例第8号)の一部を次のように改

正する。 

第2条の表中「勢田1271番地1」を「鹿毛馬2333番地4」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。 

(飯塚市公告式条例の一部改正) 

2 飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の一部を次のように改正する。 

別表中「勢田1271番地1」を「鹿毛馬2333番地4」に改める。 
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飯塚市支所及び出張所設置条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

 (名称、位置及び所管区域) 

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

(略) (略) (略) 

飯塚市頴田支所 飯塚市鹿毛馬2333番地4 勢田、鹿毛馬、佐與、口原 

(略) (略) (略) 
 

 (名称、位置及び所管区域) 

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

(略) (略) (略) 

飯塚市頴田支所 飯塚市勢田1271番地1 勢田、鹿毛馬、佐與、口原 

(略) (略) (略) 
 

   ○飯塚市公告式条例    ○飯塚市公告式条例 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

(略) (略) 

飯塚市頴田支所掲示場 飯塚市鹿毛馬2333番地4 

(略) (略) 
 

(略) (略) 

飯塚市頴田支所掲示場 飯塚市勢田1271番地1 

(略) (略) 
 

   附 則  

(施行期日) 

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。 

 

(飯塚市公告式条例の一部改正)  

2 飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の一部を次のように改正する。  

(略)  
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議案第70号 

 

飯塚市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和元年5月20日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)、地方税法施行令等の一部

を改正する政令(平成31年政令第87号)、地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法

施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第38号)及び地方税法施行規則等

の一部を改正する省令(平成31年総務省令第39号)の公布に伴い、関係規定を整備す

るため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市税条例の一部を改正する条例 

(飯塚市税条例の一部改正) 

第1条 飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号)の一部を次のように改正する。 

第34条の7第1項中「においては、法第314条の7第1項」を「には、同項」に、「同

項第1号に掲げる寄附金」を「同条第2項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、

同条第2項中「第314条の7第2項」を「第314条の7第11項」に改める。 

附則第7条の4中「第314条の7第2項第2号」を「第314条の7第11項第2号」に改め

る。 

附則第9条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条

第1項中「によって」を「により」に、「第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金」

を「第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄

附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は

市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)」

に改め、同条第2項及び第3項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。 

附則第9条の2中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「に 

おいては」を「には」に改める。 
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第2条 飯塚市税条例の一部を次のように改正する。 

第36条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項

の次に次の1項を加える。 

6 第1項又は第5項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第

190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第1

項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行

規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。 

第36条の3の2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、 

同条第1項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第3号を同項第4号とし、

同項第2号の次に次の1号を加える。 

(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第36条の3の3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第1項中「第203条の5第1項」を「第203条の6第1項」に改め、「ならない者」

の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7

の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)

の支払を受ける者であって、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者若

しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第203条の6第1

項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同

項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。 

(3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第36条の3の3第2項中「第203条の5第2項」を「第203条の6第2項」に改め、同条 

第4項中「第203条の5第5項」を「第203条の6第6項」に改める。 

第36条の4第1項中「によって」を「により」に、「同条第8項」を「同条第9項」

に、「第9項」を「第10項」に、「においては」を「には」に改める。 

附則第15条の2に次の3項を加える。 

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴

収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項において準用する

場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項に

おいて準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規

定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断を

するものとする。 

3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性
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能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第15条の4の規

定により読み替えられた第81条の6第1項の納期限(納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた

原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申

請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであると

きは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽

自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第

161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者と

みなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の

額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算し

た金額とする。 

附則第15条の2を附則第15条の2の2とし、附則第15条の次に次の1条を加える。 

(軽自動車税の環境性能割の非課税) 

第15条の2 法第451条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲

げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に

対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月3

0日までの間(附則第15条の6第3項において「特定期間」という。)に行われたと

きに限り、第80条第1項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。 

附則第15条の6に次の1項を加える。 

3 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第81条の4(第2号に

係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特

定期間に行われたときに限り、これらの規定中「100分の2」とあるのは、「100

分の1」とする。 

附則第16条中「附則第30条」を「附則第30条第1項」に改め、「指定」の次に「(次

項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)」を加え、同条に次の3

項を加える。 

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82

条の規定の適用については、当該軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の
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種別割に限り、当該軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第2号ア(イ) 3,900円 1,000円 

第2号ア(ウ)a 6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

第2号ア(ウ)b 3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる法第446条第1項第3号に規定する

ガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)

のうち三輪以上のものに対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第2号ア(イ) 3,900円 2,000円 

第2号ア(ウ)a 6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

第2号ア(ウ)b 3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

4 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第2号ア(イ) 3,900円 3,000円 

第2号ア(ウ)a 6,900円 5,200円 
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10,800円 8,100円 

第2号ア(ウ)b 3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 

附則第16条の2を次のように改める。 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車

が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当す

るかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1

項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該

判断をするものとする。 

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第8

3条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後に

おいて知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要

な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国

土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又は

その一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車

の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第87条及び第88条の規

定を除く。)を適用する。 

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、

同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額

とする。 

第3条 飯塚市税条例の一部を次のように改正する。 

第24条第1項第2号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。 

附則第16条第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同条に次の1項を加える。 

5 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家 

用の乗用のものに対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和

3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から

令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の

軽自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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附則第16条の2第1項中「第4項」を「第5項」に改める。 

   附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和元年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第5条の規定 令和元年10

月1日 

(2) 第2条中飯塚市税条例第36条の2中第9項を第10項とし、第8項を第9項とし、

第7項を第8項とし、第6項の次に1項を加える改正規定並びに第36条の3の2、第3

6条の3の3及び第36条の4第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 令和2年1月

1日 

(3) 第3条中飯塚市税条例第24条の改正規定及び附則第4条の規定 令和3年1月1

日 

(4) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第6条の規定 令和3年4月1

日 

(市民税に関する経過措置） 

第2条 第1条の規定による改正後の飯塚市税条例(以下「新条例」という。)第34

条の7並びに附則第7条の4及び第9条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

2 新条例第34条の7第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、令和2年度分

の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第34条の7第1項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金

又は同条第 1項第 1号

に掲げる寄附金(令和

元年 6月 1日前に支出

したものに限る。) 

附則第9条の2 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金

又は法第314条の7第1

項第1号に掲げる寄附

金(令和元年6月1日前

に支出したものに限
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る。) 

送付 送付又は飯塚市税条

例の一部を改正する

条例(令和元年飯塚市

条例第  号 )附則第 2

条第3項の規定により

なお従前の例による

こととされる同条例

第1条の規定による改

正前の飯塚市税条例

附則第 9条第 3項の規

定による同条第1項に

規定する申告特例通

知書の送付 

3 新条例附則第9条第1項から第3項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が

前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する

法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定

による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特

例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出

した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる

寄附金については、なお従前の例による。 

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例(次項及び第3項

において「2年新条例」という。)第36条の2第7項の規定は、同号に掲げる規定の

施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する

場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元

年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の

例による。 

2 2年新条例第36条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条 

第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき飯塚市税条例第36条の2第

1項に規定する給与について提出する2年新条例第36条の3の2第1項及び第2項に規

定する申告書について適用する。 

3 2年新条例第36条の3の3第1項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の 

日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6
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号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項におい

て「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第

203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第36条

の3の3第1項に規定する申告書について適用する。 

第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例第24条第1項(第2

号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の

飯塚市税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能

割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の 

年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第6条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例の規定は、令和3

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽

自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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飯塚市税条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

   ○飯塚市税条例(第1条関係)    ○飯塚市税条例(第1条関係) 

(寄附金税額控除) (寄附金税額控除) 

第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に

掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した場合には、同項に規

定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定す

る特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控

除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第34

条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この

場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当

該所得割の額に相当する金額とする。 

第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に

掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した場合においては、法

第314条の7第1項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中

に同項第1号に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特

例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第

34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。こ

の場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、

当該所得割の額に相当する金額とする。 

(1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。 

附 則 附 則 

(寄附金税額控除における特例控除額の特例) (寄附金税額控除における特例控除額の特例) 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第3

14条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第

2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しな

い場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項、

附則第16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項、附

則第19条の2第1項又は附則第20条第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7

第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項

(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定める

ところにより計算した金額とする。 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第3

14条の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2

項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しな

い場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項、

附則第16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項、附

則第19条の2第1項又は附則第20条第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7

第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項

(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定める

ところにより計算した金額とする。 

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等) (個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の特例等) 

第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例

対象寄附者」という。)は、当分の間、第34条の7第1項及び第2項の規定により控

除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第36条の2第4項の規定による申

告書の提出(第36条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所

得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第3

14条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例

控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規

定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村

第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例

対象寄附者」という。)は、当分の間、第34条の7第1項及び第2項の規定によって

控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第36条の2第4項の規定による

申告書の提出(第36条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる

所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第

314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(以下この項及び次条において「地方団体に対

する寄附金」という。)を支出する際、法附則7条第8項から第10項までに規定する

ところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第8
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若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、

同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」と

いう。)を送付することを求めることができる。 

項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)

を送付することを求めることができる。 

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例

の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った

日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があった

ときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」

という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等

に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則

で定める事項を届け出なければならない。 

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例

の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った

日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があった

ときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」

という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った地方団体の長に

対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で

定める事項を届け出なければならない。 

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日ま

でに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを

行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該

変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告

特例通知書を送付しなければならない。 

3 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の1月31日まで

に、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行

った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変

更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特

例通知書を送付しなければならない。 

4 (略) 4 (略) 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、

かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があ

った場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除

く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第34

条の7第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄附金を支

出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送

付があった場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合

を除く。)においては、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき

額を、第34条の7第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する

ものとする。 

○飯塚市税条例(第2条関係) ○飯塚市税条例(第2条関係) 

(市民税の申告) (市民税の申告) 

第36条の2 (略) 第36条の2 (略) 

2～5 (略) 2～5 (略) 

6 第1項又は第5項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第1

90条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第1項の

申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で

定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。 

 

7～9 (略) 6～8 (略) 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書) 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市)内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支

払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下

この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の

14



受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  

(4) (略) (3) (略) 

2～5 (略) 2～5 (略) 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書) 

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所

得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。)の支払を受ける者であって、扶養親族(控除対象扶養親族を除

く。)を有する者若しくは単身児童扶養者である者(以下この条において「公的年

金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経

由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

第36条の3の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で

市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金

等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に

同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由

して、市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  

(4) (略) (3) (略) 

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規

定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受

けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3

第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又

は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。 

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規

定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第203条の5第2項に規定する国税庁長官の承認を受

けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3

第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又

は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。 

3 (略) 3 (略) 

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が所得税法第203条の6第6項に規定する納税地の所轄税務署長の承認

を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が所得税法第203条の5第5項に規定する納税地の所轄税務署長の承認

を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

5 (略) 5 (略) 

(市民税に係る不申告に関する過料) (市民税に係る不申告に関する過料) 
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第36条の4 市民税の納税義務者が第36条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定によ

り提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第9項若

しくは第10項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をし

なかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

第36条の4 市民税の納税義務者が第36条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定によ

って提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第8項

若しくは第9項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告

をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

2・3 (略) 2・3 (略) 

   附 則    附 則 

(軽自動車税の環境性能割の非課税)  

第15条の2 法第451条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げ

る三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対し

ては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

の間(附則第15条の6第3項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、

第80条第1項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) 

第15条の2の2 (略) 第15条の2 (略) 

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項において準用する場合

を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項において

準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとす

る。 

 

3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能

割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第15条の4の規定に

より読み替えられた第81条の6第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その

延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を

含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当

該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請を

した者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附

則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する

申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の

環境性能割に関する規定を適用する。 

 

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額

は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金

額とする。 
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(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) (軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第15条の6 (略) 第15条の6 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第81条の4(第2号に係

る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期

間に行われたときに限り、これらの規定中「100分の2」とあるのは、「100分の1」

とする。 

 

(軽自動車税の種別割の税率の特例) (軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて

「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第16条 法附則第30条に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過

した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

(略) 
 

(略) 
 

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 

第2号ア(イ) 3,900円 1,000円 

第2号ア(ウ)a 6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

第2号ア(ウ)b 3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

 

3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる法第446条第1項第3号に規定するガ

ソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)の

うち三輪以上のものに対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和

2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

第2号ア(イ) 3,900円 2,000円  
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第2号ア(ウ)a 6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

第2号ア(ウ)b 3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

4 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上の

もの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用につ

いては、当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 

第2号ア(イ) 3,900円 3,000円 

第2号ア(ウ)a 6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

第2号ア(ウ)b 3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)  

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする

ものとする。 

第16条の2 削除 

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第83

条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後におい

て知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を

取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人

を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなし

て、軽自動車税の種別割に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適用

する。 

 

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同

項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 
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○飯塚市税条例(第3条関係) ○飯塚市税条例(第3条関係) 

(個人の市民税の非課税の範囲) (個人の市民税の非課税の範囲) 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者

にあっては、第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得

割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者に

ついては、この限りでない。 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者

にあっては、第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得

割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者に

ついては、この限りでない。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児童扶養者(これらの者の前年の合

計所得金額が135万円を超える場合を除く。) 

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が135

万円を超える場合を除く。) 

2 (略) 2 (略) 

附 則 附 則 

(軽自動車税の種別割の税率の特例) (軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第5項までにおいて

「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて

「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

(略) 
 

(略) 
 

2～4 (略) 2～4 (略) 

5 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用

の乗用のものに対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和3年4

月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年

度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税

の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第2項から第5項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする

ものとする。 

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする

ものとする。 

2・3 (略) 2・3 (略) 

附 則  

(施行期日)  

19



第1条 この条例は、令和元年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第5条の規定 令和元年10

月1日 

 

(2) 第2条中飯塚市税条例第36条の2中第9項を第10項とし、第8項を第9項とし、

第7項を第8項とし、第6項の次に1項を加える改正規定並びに第36条の3の2、第

36条の3の3及び第36条の4第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 令和2年1

月1日 

 

(3) 第3条中飯塚市税条例第24条の改正規定及び附則第4条の規定 令和3年1月

1日 

 

(4) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第6条の規定 令和3年4月1

日 

 

(市民税に関する経過措置)  

第2条 第1条の規定による改正後の飯塚市税条例(以下「新条例」という。)第34条

の7並びに附則第7条の4及び第9条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前

の例による。 

 

2 新条例第34条の7第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、令和2年度分

の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

第 34条の 7

第1項 

特 例 控

除 対 象

寄附金 

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄

附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。) 

附則第 9条

の2 

特 例 控

除 対 象

寄附金 

特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に

掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに

限る。) 

送付 送付又は飯塚市税条例の一部を改正する条例(令和

元年飯塚市条例第 号)附則第2条第3項の規定によ

りなお従前の例によることとされる同条例第1条の

規定による改正前の飯塚市税条例附則第9条第3項の

規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の

送付 

 

3 新条例附則第9条第1項から第3項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が

前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する

法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定

による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特
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例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出

した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる

寄附金については、なお従前の例による。 

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例(次項及び第3項

において「2年新条例」という。)第36条の2第7項の規定は、同号に掲げる規定の

施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する

場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元

年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の

例による。 

 

2 2年新条例第36条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条

第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき飯塚市税条例第36条の2

第1項に規定する給与について提出する2年新条例第36条の3の2第1項及び第2項

に規定する申告書について適用する。 

 

3 2年新条例第36条の3の3第1項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)

第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において

「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第2

03条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第36条の

3の3第1項に規定する申告書について適用する。 

 

第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例第24条第1項(第2

号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 

第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の

飯塚市税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能

割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

 

2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

 

第6条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例の規定は、令和3

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自

動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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議案第71号 

 

専決処分の承認(飯塚市税条例等の一部を改正する条例) 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により、飯塚市税条例

等の一部を改正する条例について議決を経なければならないが、特に緊急を要した

ため、同法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の規

定によりこれを報告し、承認を求めるものである。 

 

令和元年5月20日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

専決第6号 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要する

ため、次のとおり専決処分する。 

平成31年3月29日専決 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

飯塚市税条例等の一部を改正する条例を制定し、ここに公布する。 

平成31年3月29日 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

飯塚市条例第16号 

飯塚市税条例等の一部を改正する条例 

(飯塚市税条例の一部改正) 

第1条 飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号)の一部を次のように改正する。 

附則第7条の3の2第1項中「平成43年度」を「平成45年度」に、「附則第5条の4

の2第6項」を「附則第5条の4の2第5項」に、「同条第9項」を「同条第7項」に改

め、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項の規定の適用が」を「前項の規定の適

用が」に改め、同項を同条第2項とする。 

附則第10条の2第5項中「附則第15条第18項」を「附則第15条第19項」に改め、
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同条第6項中「附則第15条第28項」を「附則第15条第29項」に改め、同条第7項中

「附則第15条第29項第1号」を「附則第15条第30項第1号」に改め、同条第8項中「附

則第15条第29項第2号」を「附則第15条第30項第2号」に改め、同条第9項中「附則

第15条第29項第3号」を「附則第15条第30項第3号」に改め、同条第10項中「附則

第15条第30項第1号」を「附則第15条第31項第1号」に改め、同条第11項中「附則

第15条第30項第2号」を「附則第15条第31項第2号」に改め、同条第12項中「附則

第15条第32項第1号イ」を「附則第15条第33項第1号イ」に改め、同条第13項中「附

則第15条第32項第1号ロ」を「附則第15条第33項第1号ロ」に改め、同条第14項中

「附則第15条第32項第1号ハ」を「附則第15条第33項第1号ハ」に改め、同条第15

項中「附則第15条第32項第1号ニ」を「附則第15条第33項第1号ニ」に改め、同条

第16項中「附則第15条第32項第1号ホ」を「附則第15条第33項第1号ホ」に改め、

同条第17項中「附則第15条第32項第2号イ」を「附則第15条第33項第2号イ」に改

め、同条第18項中「附則第15条第32項第2号ロ」を「附則第15条第33項第2号ロ」

に改め、同条第19項中「附則第15条第32項第3号イ」を「附則第15条第33項第3号

イ」に改め、同条第20項中「附則第15条第32項第3号ロ」を「附則第15条第33項第

3号ロ」に改め、同条第21項中「附則第15条第32項第3号ハ」を「附則第15条第33

項第3号ハ」に改め、同条第22項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第38項」

に改め、同条第23項中「附則第15条第39項」を「附則第15条第40項」に改め、同

条第24項中「附則第15条第43項」を「附則第15条第44項」に改め、同条第25項中

「附則第15条第44項」を「附則第15条第45項」に改め、同条第26項中「附則第15

条第46項」を「附則第15条第47項」に改める。 

附則第10条の3第12項を同条第13項とし、同条第11項中「附則第12条第17項」を

「附則第12条第19項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項第5号中「附則

第12条第29項」を「附則第12条第31項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9

項を同条第10項とし、同条第8項第5号中「附則第12条第29項」を「附則第12条第

31項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項第4号中「附則第12条第21項」を

「附則第12条第23項」に改め、同項第6号中「附則第12条第22項」を「附則第12

条第24項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「附則第12条第17項」を

「附則第12条第19項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項の次に次の1項を

加える。 

6 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告

書に令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたこ
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とを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

附則第10条の3の次に次の1条を加える。 

(平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべ

き申告等) 

第10条の4 法附則第16条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の

規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに

次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税

義務者が令附則第12条の4第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5

号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は

第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係 

(2) 法附則第16条の2第1項に規定する被災住宅用地の上に平成28年度に係る

賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の2第1項(同条第2項にお

いて準用する場合及び同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)

の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けようと

する土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地と

して使用することができない理由 

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

2 法附則第16条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適

用を受ける土地に係る平成31年度分及び平成32年度分の固定資産税については、

第74条の規定は適用しない。 

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特

定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定す

る特定被災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義

務者」という。)の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し

た申出書を市長に提出して行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法
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人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の2第3項に規定する被災区分所有

家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共

用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

(5) 法附則第16条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準

じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第16条の2第9項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換

地等(以下この項において「特定仮換地等」という。)に係る固定資産税額の按

分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特

定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地

等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前

の土地である特定被災共用土地に」とする。 

附則第16条第1項中「法附則第30条第1項」を「平成18年3月31日までに初めて道

路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項から第4項まで

において「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第1項」に、「当

該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指

定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して

14年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「平成31年度分」に改め、同条

第2項から第4項までを削り、同条第5項中「附則第30条第6項第1号及び第2号」を

「附則第30条第2項第1号及び第2号」に、「第2項の表」を「次の表」に改め、同

項に次の表を加える。 

第2号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

附則第16条第5項を同条第2項とし、同条第6項中「附則第30条第7項第1号及び第

2号」を「附則第30条第3項第1号及び第2号」に改め、「以上の軽自動車」の次に

「(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項にお

いて同じ。)」を加え、「第3項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加え

る。 
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第2号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

附則第16条第6項を同条第3項とし、同条第7項中「附則第30条第8項第1号及び第

2号」を「附則第30条第4項第1号及び第2号」に、「第4項の表」を「次の表」に改

め、同項に次の表を加える。 

第2号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 

附則第16条第7項を同条第4項とする。 

附則第16条の2第1項中「第7項」を「第4項」に改める。 

附則第22条第3項第1号中「及び氏名」の次に「又は名称」を加え、同条第4項中

「仮換地等(」を「特定仮換地等(」に、「仮換地等」」を「特定仮換地等」」に、

「仮換地等納税義務者」を「特定仮換地等納税義務者」に、「仮換地等の」を「特

定仮換地等の」に、「仮換地等に」を「特定仮換地等に」に改める。 

(飯塚市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 

第2条 飯塚市税条例等の一部を改正する条例(平成29年飯塚市条例第4号)の一部を

次のように改正する。 

第2条のうち飯塚市税条例附則第15条の次に5条を加える改正規定(同条例附則

第15条の6第2項に係る部分に限る。)中「については」の次に「、当分の間」を加

え、同条例附則第16条第1項の改正規定中「初めて道路運送車両法第60条第1項後

段の規定による」を「最初の法第444条第3項に規定する」を「平成18年3月31日ま

でに初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項か

ら第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第1

項」を「法附則第30条」に、「平成31年度分」を「当該軽自動車が最初の法第44

4条第3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の

属する年度以後の年度分」に改める。 

 (飯塚市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 
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第3条 飯塚市税条例等の一部を改正する条例(平成30年飯塚市条例第20号)の一部

を次のように改正する。 

第1条のうち飯塚市税条例第48条第1項の改正規定中「及び第11項」を「、第11

項及び第13項」に改め、同条に3項を加える改正規定中「次の3項」を「次の8項」

に改め、同改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)中「次項」の次に「及び第1

2項」を加え、「その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定(同条第12項

に係る部分に限る。)中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正

規定に次のように加える。 

13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、

かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認めら

れる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することにつ

いて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告

については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の4第2項の申請書を

同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法人が、当該税

務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載

した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税

申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務

署長が指定する期間内に行う第10項の申告についても、同様とする。 

14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受け

ることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間

その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付

して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長に提出しなければなら

ない。 

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の申告につき第13項の

規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定

める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第51項

の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提

出があった日の翌日以後の第13項前段の期間内に行う第10項の申告については、

第13項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同

項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の届出書の提
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出又は法人税法第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項におい

て準用する場合を含む。)の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処

分があった日の翌日以後の第13項後段の期間内に行う第10項の申告については、

第13項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同

項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

附則第1条第4号中「3項を」を「8項を」に改める。 

附則第2条第3項中「第12項」を「第17項」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 

(市民税に関する経過措置) 

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の飯塚市税条例(以

下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税につ

いて適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 
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飯塚市税条例等 資料(新旧対照表) 

新 旧 

   ○飯塚市税条例(第1条関係)    ○飯塚市税条例(第1条関係) 

附 則 附 則 

第7条の3の2 平成22年度から平成45年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条

の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成

21年から平成33年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の

適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納

税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。 

第7条の3の2 平成22年度から平成43年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条

の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成

21年から平成33年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の

適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納

税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。 

 2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。 

 (1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定による

申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含

む。)に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の

控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日

の属する年の1月1日現在において法第317条の6第1項の規定によって給与支払

報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者であって、前年

中において給与所得以外の所得を有しなかったものが、前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条の2の2の規定の適用を受けている場合 

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適

用については、第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3の2

第1項」と、第34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3

の2第1項」とする。 

3 第1項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の

適用については、第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3

の2第1項」と、第34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の

3の2第1項」とする。 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) (法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) 

第10条の2 (略) 第10条の2 (略) 

2～4 (略) 2～4 (略) 

5 法附則第15条第19項に規定する市町村の条例で定める割合は5分の3とする。 5 法附則第15条第18項に規定する市町村の条例で定める割合は5分の3とする。 

6 法附則第15条第29項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。 6 法附則第15条第28項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。 

7 法附則第15条第30項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とす

る。 

7 法附則第15条第29項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とす

る。 
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8 法附則第15条第30項第2号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とす

る。 

8 法附則第15条第29項第2号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とす

る。 

9 法附則第15条第30項第3号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とす

る。 

9 法附則第15条第29項第3号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とす

る。 

10 法附則第15条第31項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とす

る。 

10 法附則第15条第30項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とす

る。 

11 法附則第15条第31項第2号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とす

る。 

11 法附則第15条第30項第2号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とす

る。 

12 法附則第15条第33項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

12 法附則第15条第32項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

13 法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

13 法附則第15条第32項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

14 法附則第15条第33項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

14 法附則第15条第32項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

15 法附則第15条第33項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

15 法附則第15条第32項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

16 法附則第15条第33項第1号ホに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

16 法附則第15条第32項第1号ホに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2とする。 

17 法附則第15条第33項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3とする。 

17 法附則第15条第32項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3とする。 

18 法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3とする。 

18 法附則第15条第32項第2号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3とする。 

19 法附則第15条第33項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は2分の1とする。 

19 法附則第15条第32項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は2分の1とする。 

20 法附則第15条第33項第3号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は2分の1とする。 

20 法附則第15条第32項第3号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は2分の1とする。 

21 法附則第15条第33項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は2分の1とする。 

21 法附則第15条第32項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は2分の1とする。 

22 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。 22 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。 

23 法附則第15条第40項に規定する市町村の条例で定める割合は5分の4とする。 23 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例で定める割合は5分の4とする。 

24 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。 24 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。 

25 法附則第15条第45項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。 25 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。 

26 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で定める割合は零とする。 26 法附則第15条第46項に規定する市町村の条例で定める割合は零とする。 

27 (略) 27 (略) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告) 
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第10条の3 (略) 第10条の3 (略) 

2～5 (略) 2～5 (略) 

6 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) 

 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積  

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日  

7 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを

証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

6 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第17項に規定する基準を満たすことを

証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

8 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改

修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規

定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改

修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規

定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同

項各号のいずれに該当するかの別 

(4) 令附則第12条第21項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同

項各号のいずれに該当するかの別 

(5) (略) (5) (略) 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第22項に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

(7) (略) (7) (略) 

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修

専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定

する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修

専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定

する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助

金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第29項に規定する補助

金等 
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(6) (略) (6) (略) 

10 (略) 9 (略) 

11 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同条第5項に

規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了し

た日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

10 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同条第5項に

規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了し

た日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助

金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第29項に規定する補助

金等 

(6) (略) (6) (略) 

12 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第13項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年

法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改

修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

11 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第13項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年

法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改

修後の家屋が令附則第12条第17項に規定する基準を満たすことを証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

13 (略) 12 (略) 

(平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき

申告等) 

 

第10条の4 法附則第16条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の

各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義

務者が令附則第12条の4第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号ま

でに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項

第1号若しくは第2号に掲げる者との関係 

 

(2) 法附則第16条の2第1項に規定する被災住宅用地の上に平成28年度に係る賦

課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の2第1項(同条第2項におい

て準用する場合及び同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規

定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けようとする

土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として
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使用することができない理由 

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項  

2 法附則第16条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用

を受ける土地に係る平成31年度分及び平成32年度分の固定資産税については、第7

4条の規定は適用しない。 

 

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特定

被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特

定被災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」

という。)の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) 

 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途  

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の2第3項に規定する被災区分所有家

屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用

土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

 

(5) 法附則第16条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じ

て定めた割合及び当該割合の算定方法 

 

4 法附則第16条の2第9項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換地

等(以下この項において「特定仮換地等」という。)に係る固定資産税額の按分の

申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換

地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、

「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である

特定被災共用土地に」とする。 

 

(軽自動車税の税率の特例) (軽自動車税の税率の特例) 

第16条 平成18年3月31日までに初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定によ

る車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)

を受けた法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する平成31年度

分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(以下この

条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過し

た月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

(略) 
 

(略) 
 

 2 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年4月1日から平成29年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、
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次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

 第2号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

 3 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車(ガソリンを内

燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この条(第5項を除く。)において同

じ。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年4月1日か

ら平成29年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分

の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第2号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

 4 法附則第30条第5項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の

適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第2号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、

当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

5 法附則第30条第6項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、

当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第2項の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 
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第2号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

 

3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車(ガソリンを内

燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に対

する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30

年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動

車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

6 法附則第30条第7項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、

当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第3項の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第2号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

 

4 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の

適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から

平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の

軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

7 法附則第30条第8項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の

適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から

平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の

軽自動車税に限り、第4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第2号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

 

(軽自動車税の賦課徴収の特例) (軽自動車税の賦課徴収の特例) 

第16条の2 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2

項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものと

する。 

第16条の2 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2

項から第7項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものと

する。 
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2～4 (略) 2～4 (略) 

(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告

等) 

(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告

等) 

第22条 (略) 第22条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 法附則第56条第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特定被災

共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被

災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」とい

う。)の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市

長に提出して行わなければならない。 

3 法附則第56条第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特定被災

共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被

災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」とい

う。)の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市

長に提出して行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称) 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名) 

(2)～(5) (略) (2)～(5) (略) 

4 法附則第56条第9項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換地等

(以下この項において「特定仮換地等」という。)に係る固定資産税額の按分の申

出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地

等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特

定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定

被災共用土地に」とする。 

4 法附則第56条第9項の規定により特定被災共用土地とみなされた仮換地等(以下

この項において「仮換地等」という。)に係る固定資産税額の按分の申出について

は、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」

と、「特定被災共用土地の」とあるのは「仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」

とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。 

   ○飯塚市税条例等の一部を改正する条例(第2条関係)    ○飯塚市税条例等の一部を改正する条例(第2条関係) 

第2条 飯塚市税条例の一部を次のように改正する。 第2条 飯塚市税条例の一部を次のように改正する。 

(略) (略) 

附則第15条の次に次の5条を加える。 附則第15条の次に次の5条を加える。 

第15条の2～第15条の5 (略) 第15条の2～第15条の5 (略) 

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) (軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

(略) 
 

(略) 
 

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4(第3号に係る部分に限る。)

の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分

の2」とする。 

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4(第3号に係る部分に限る。)

の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とす

る。 

附則第16条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第1項

中「平成18年3月31日までに初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による

車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を

受けた法附則第30条第1項」を「法附則第30条」に、「平成31年度分」を「当該軽

附則第16条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第1項

中「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による」を「最初の法第444条

第3項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同項の表

を次のように改める。 

36



自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改め、「軽自動車税」の次

に「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。 

(略) 
 

(略) 
 

   ○飯塚市税条例等の一部を改正する条例(第3条関係)    ○飯塚市税条例等の一部を改正する条例(第3条関係) 

第1条 飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号)の一部を次のように改正する。 第1条 飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号)の一部を次のように改正する。 

 (略)  (略) 

第48条第1項中「による申告書」の次に「(第10項、第11項及び第13項において

「納税申告書」という。)」を加え、同条に次の8項を加える。 

第48条第1項中「による申告書」の次に「(第10項及び第11項において「納税申

告書」という。)」を加え、同条に次の3項を加える。 

10 第321条の8第42項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、

同項の規定にかかわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところにより、納

税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第12項において「申告

書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子

情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第12項において「機構」とい

う。)を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければな

らない。 

10 第321条の8第42項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、

同項の規定にかかわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところにより、納

税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」

という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、地方税共同機構(第12項において「機構」という。)を経由し

て行う方法その他施行規則で定める方法により市長に提供することにより、行

わなければならない。 

11 (略)  11 (略) 

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1

号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル

への記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。 

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、法第762条第1号の機構の使用に

係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた

時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。 

13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合

で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認

められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出すること

について市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の

申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の4第2項の申

請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法人が、

当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨

を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又

は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当

該税務署長が指定する期間内に行う第10項の申告についても、同様とする。 

 

14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受け

ることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間

その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添

付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長に提出しなければな
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らない。 

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の申告につき第13項の

規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定

める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

 

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第51項

の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提

出があった日の翌日以後の第13項前段の期間内に行う第10項の申告について

は、第13項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新た

に同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

 

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の届出書の提

出又は法人税法第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項にお

いて準用する場合を含む。)の処分があったときは、これらの届出書の提出又

は処分があった日の翌日以後の第13項後段の期間内に行う第10項の申告につ

いては、第13項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後

新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

 

附 則 附 則 

(施行期日) (施行期日) 

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

第1条 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 第1条中飯塚市税条例第23条第1項及び第3項並びに第48条第1項の改正規

定並びに同条に8項を加える改正規定並びに次条第3項の規定 平成32年4月

1日 

(4) 第1条中飯塚市税条例第23条第1項及び第3項並びに第48条第1項の改正規

定並びに同条に3項を加える改正規定並びに次条第3項の規定 平成32年4月

1日 

(5)～(9) (略) (5)～(9) (略) 

(市民税に関する経過措置) (市民税に関する経過措置) 

第2条 (略) 第2条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 第1条の規定による改正後の飯塚市税条例(附則第4条において「新条例」とい

う。)第23条第1項及び第3項並びに第48条第10項から第17項までの規定は、前

条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及

び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前

に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分

の法人の市民税については、なお従前の例による。 

3 第1条の規定による改正後の飯塚市税条例(附則第4条において「新条例」とい

う。)第23条第1項及び第3項並びに第48条第10項から第12項までの規定は、前

条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及

び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前

に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分

の法人の市民税については、なお従前の例による。 

附 則  

(施行期日)  

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。  
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(市民税に関する経過措置)  

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の飯塚市税条例(以

下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

 

(固定資産税に関する経過措置)  

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

 

(軽自動車税に関する経過措置)  

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税につ

いて適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 
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議案第72号 

 

専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により、飯塚市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例について議決を経なければならないが、特に緊

急を要したため、同法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同

条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものである。 

 

令和元年5月20日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

専決第7号 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要する

ため、次のとおり専決処分する。 

平成31年3月29日専決 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定し、ここに公布する。 

  平成31年3月29日 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

飯塚市条例第17号 

飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 飯塚市国民健康保険税条例(平成18年飯塚市条例第53号)の一部を次のように改正

する。 

 第3条第2項ただし書中「58万円」を「61万円」に改める。 

 第24条各号列記以外の部分中「58万円」を「61万円」に改め、同条第2号中「27万

5,000円」を「28万円」に改め、同条第3号中「50万円」を「51万円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 
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1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 

 (適用区分) 

2 改正後の飯塚市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 
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飯塚市国民健康保険税条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(課税額) (課税額) 

第3条 (略) 第3条 (略) 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が61万円を超える

場合においては、基礎課税額は、61万円とする。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が58万円を超える

場合においては、基礎課税額は、58万円とする。 

3・4 (略) 3・4 (略) 

(保険税の減額) (保険税の減額) 

第24条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税

の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

(当該減額して得た額が61万円を超える場合には、61万円)、同条第3項本文の後

期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第4項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が16万円

を超える場合には、16万円)の合算額とする。 

第24条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税

の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

(当該減額して得た額が58万円を超える場合には、58万円)、同条第3項本文の後

期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第4項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が16万円

を超える場合には、16万円)の合算額とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28万円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき27万5,000円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

ア～カ (略) ア～カ (略) 

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき51万円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき50万円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

ア～カ (略) ア～カ (略) 

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。  

(適用区分)  

2 改正後の飯塚市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 
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報告第8号  

 

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解) 

 

 平成31年3月29日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処

分をしたので、同条第2項の規定により報告する。 

 

令和元年5月20日提出 

 

飯塚市長 片 峯  誠   

 

 

  損害賠償の額 45,226円 

1 事故発生の日時、場所 

  平成31年1月4日(金) 午後4時30分頃 

  飯塚市菰田西三丁目地内 飯塚市地方卸売市場青果部内 

2 事故の概要 

相手方が青果部内において出荷を終え、軽トラックで通用門に向かって走行中、

グレーチングを跳ねて、右側前輪が側溝にはまり車両を損傷させたものである。 

3 損害の状況 

物的損害 相手方 車両 右側前輪及び足回りの部品等の損傷 

4 示談の内容 

 (1) 市は、相手方に対し損害賠償金45,226円を支払う。 

(2) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 

5 損害賠償額の内訳 

修理費用額150,753円のうち、市の過失割合30％、相手方70％とする。 

6 事故現場見取図 別紙のとおり 
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報告第9号 

 

専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに

伴う和解) 

 

 平成31年4月1日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処分し

たので、同条第2項の規定により報告する。 

 

  令和元年5月20日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

  損害賠償の額 142,808円 

1 事故発生の日時、場所 

  平成31年2月5日(火) 午前8時55分頃 

  飯塚市相田地内 

2 事故の概要 

環境対策課職員が粗大ごみ収集のため塵芥車に積込み作業中、破砕されて飛ん

だ破片により後方に停車していた自動車に損傷を与えたものである。 

3 損害の状況 

人身傷害  相手方 なし 

      市側  なし 

物的損害  相手方 ボンネット左側損傷 

         市側  なし 

4 事故発生の原因 

破砕作業をする際に後方車両と安全確保のため十分な距離をとらなかったこと、

また周囲への飛散防止を十分に行わなかったことが原因である。 

5 示談の内容 

(1) この事故に係る過失割合は、市100％、相手方0％とする。 

(2) 双方の過失割合に基づき、市は、修理費用として142,808円を相手方に支払

う。 
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(3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 

6 損害額及び賠償負担額(区分) 

  区   分 損 害 額 

負  担  区  分 

市 

過失割合 100％ 

相手方 

過失割合 0％ 

相
手
方 

車両修繕料 

代車費用 

102,848円 

39,960円 

102,848円 

39,960円 

0円 

0円 

7  事故現場見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公用車 

 

 

 

相手方車両 

 

 

 

破片 

市
道 

寺
浦
団
地
1
号
線 

市道 寺浦・鬼ヶ原線 

 

 

 
市道 水江・建花寺1号線 

 

 

← 相田 

 

 

 

川津 → 
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報告第10号  

 

   専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な訴えの提起) 

 

 平成31年4月1日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

市営住宅の管理上必要な訴えの提起について専決処分をしたので、同条第2項の規定

により報告する。 

 

令和元年5月20日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

建物明渡等請求事件 

1 事件の概要 

   花瀬住宅居住の1名(24月357,300円滞納）、頴田中央団地住宅居住の1名(24月

433,100円滞納）、明星寺住宅居住の1名(39月695,000円滞納）、清水谷住宅居住

の1名(25月858,000円滞納)、長楽寺団地住宅居住の1名(49月1,804,020円滞納）

の計5名については、長期間住宅使用料を滞納し、催告したにもかかわらず納入

せず、また、協議のための呼出しにも応じない。 

   このため、福岡地方裁判所飯塚支部に住宅の明渡し等の訴えを提起したもの

である。 

2 被告に対する請求 

  (1) 住宅を明け渡すこと。 

  (2) 未払住宅使用料を支払うこと。 

  (3) 賃貸借契約解除の日から明渡しの日までの損害金を支払うこと。 

  (4) 訴訟費用(当該裁判に係る諸費用)を支払うこと。 
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報告第11号  

 

専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な和解の申立て) 

 

 平成31年4月1日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

市営住宅の管理上必要な和解の申立てについて専決処分をしたので、同条第2項の規

定により報告する。 

 

令和元年5月20日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

家賃等請求和解申立事件 

1 事件の概要 

   吉北住宅居住の 1名(25月339,400円滞納 )、新立団地住宅居住の 1名 (27月

459,000円滞納)、下三緒団地住宅居住の1名(51月666,700円滞納)、千手住宅居

住の1名(64月692,800円滞納)、山内第2住宅居住の1名(15月232,400円滞納)の計

5名については、住宅使用料を滞納し催告したにもかかわらず納入しなかったた

め、契約解除を通知したところ、態度を改め和解の意思を示した。 

このため、飯塚簡易裁判所に和解を申し立てたものである。 

2 和解条件 

  (1) 滞納使用料を分割し、毎月支払うこと。 

  (2) 今後の住宅使用料について毎月納期限までに支払うこと。 

 (3) 分割納入を2回怠った場合又は住宅使用料の支払を通算して3月分以上怠っ

た場合は、住宅を明け渡し、住宅使用料(滞納分含む。)全額を即座に支払

うこと。 
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